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平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

第
三
千
九
百
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
二
十
七
号

－

二
十
九
号
）

○
福
岡
県
職
業
能
力
開
発
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
職
業
能
力
開
発
課
）
…
…
…
…
…
一

○
過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に

　

関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
四

○
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
六

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
情
報
政
策
課
）
…
…
…
…
…
六

　

福
岡
県
職
業
能
力
開
発
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
職
業
能
力
開
発
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
業
能
力
開
発
促
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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＜表面＞

本　　人 氏名

※中学、高校、短大、国立高専、大学等の校名を記入すること。

様式第１号その２（第6条）

入      校      願      書　

平成　　   　  年　　　　 　月 　　　　　日

　　殿

【代筆者 氏名 印 本人との続柄 】

ふ り が な
男
・
女

生
年
月
日

　昭和
　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生
　平成
　　　　　　　　　　（満　　　　　　歳）

氏　  　名

現 住 所


（〒　　　　　　　　　　　　　　　） ※日中必ず連絡の取れる連絡先を記入すること。

電話（携帯可）  　　　　　-  　　　　-
※郵便物が確実
に届くように記入
すること。 Ｆ　Ａ　Ｘ  　　　　　-  　　　　-

希望する
訓 練 科

（委託訓練の場合は
第１志望のみ記入）

第１志望 　　　　　　　　　　　　　　科 通校入寮区分
（委託訓練の場合は記入不要）

第２志望 　　　　　　　　　　　　　　科

通校 ・ 入寮
第３志望 　　　　　　　　　　　　　　科

　先天性　・　疾病　・　交通災害　・　産業災害　・　その他（　　　　　　　　　　　）

障 が い 発 生 ［時］　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 ［所］

現 症 状

身 体 障 害 者 手 帳 　　　　　　　府・県・市　　　第　　　　　　号
昭和・平成　　　　　　年　　　月　　　日交付

　　　　　　　　　　　種　　　　　　　　　級

障 が い 部 位
手 帳 記 載 の と お り 記 入

精 神 障 害 者
保 健 福 祉 手 帳

　　　　　　　府・県・市　　　第　　　　　　号
昭和・平成　　　　　　年　　　月　　　日交付

　　　　　　　　　　　種　　　　　　　　　級

療 育 手 帳 　　　　　　　府・県・市　　　第　　　　　　号
昭和・平成　　　　　　年　　　月　　　日交付

　　　　　　　　　　　判定　（　　　　　　）

主 治 医 の 意 見 書 有　　・　　無　　

最終学歴
（　　　　　　　　　　　　科）　

  　　　 年　　　月
　

卒業(修了) 　・　卒業(修了)見込

障
が
い
の
概
要

原因となった傷病名

同 上 の 分 類

昭和

平成

写真貼付け欄

（ × ）

１．上半身、正面、

脱帽

２．６ヶ月以内に

撮影したもの

昭和

第 学年
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　　＜裏面＞

年 月

※以下の欄は記入不要

※受講歴がある場合に記入

修了 ・ 中退

修了 ・ 中退

修了 ・ 中退

修了 ・ 中退

・受験希望地、特に配慮が必要な事項、その他必要に応じて記入

・委託訓練受講希望の場合は、以下についても記入

　　※福祉施設利用中 該　当 ・

↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　入所　・　通所

　　　　　　　　　　　　　　　（施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※福祉施設 　　　障がい者支援施設（訓練入所除く）

特記 事項

非該当

　　年　　月　～　　　年　　月

　　年　　月　～　　　年　　月

受 付
年 月 日

　　　　　平成　　　年　　　月　　　日受付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共職業安定所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当係官　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　（　　　　）　　　　　　　　　局　　　　　　　　　番

　　生活保護受給中　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

公共 職業
訓 練 の
受 講 歴

実施機関名 訓練科名 受講時期

　　年　　月　～　　　年　　月

　　年　　月　～　　　年　　月

保有免許・資格
（希望の訓練科に
関係する免許等が
あれば記入するこ

と。）

資格の種類及び免許

公共職業訓練
受講歴の有無

有　・　無

安
　
　
　
定
　
　
　
所
　
　
　
の
　
　
　
所
　
　
　
見

入 校
指示 区分

　　１　雇用対策法 　　　　　　　　　　　　　　　　条　　　　　　　項　　　　　　　号
　　２　雇用保険法　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　３　推　 　　　薦
　　４　そ　 の　 他　　　  　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

雇用 保険
受給 資格

　　受給中である（１日　　　　　　　円）　　　　　　　　　　　　　　　受給手続中である
　　在職中である　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

そ の 他

職　　　歴
(新しい職歴順に
記入すること。)

勤　　務　　期　　間 職　　務　　の　　内　　容

昭和・平成　　　　　年　 　月から
昭和・平成　　　　　年　 　月まで

昭和・平成　　　　　年　 　月から
昭和・平成　　　　　年　 　月まで

昭和・平成　　　　　年　 　月から
昭和・平成　　　　　年　 　月まで

昭和

昭和

昭和



第３９１３号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年７月 28 日　金曜日 4
　

様
式
第
二
号
中
「障

害
者

」
を
「障

が
い
の
あ
る
方

」
に
、
「機

能
障
者

」
を
「機

能
障
が
い

」
に

、
「精

神
障
害

」
を
「精

神
障
が
い

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

　
　
　

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
の
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号記載要領 

 （裏） 

 

１ この計算書は、申告書（予定申告書を除く。）を提出するたびに提出してください。 

２ ①から⑨までの欄は、軽減税率の適用を受ける者にあっては、税率段階ごとに記載してく

ださい。 

３ ⑥の欄には、次の割合を記載してください。 

  (1) 主たる事業が電気供給業（電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（こ

れに準ずるものを含む。）を除く。）、ガス供給業又は倉庫業の法人 

         新 設 し 、 又 は 増 設 し た 固 定 資 産 の 価 額 

         本県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額 

  (2) その他の事業を行う法人又は個人 

         新設し、又は増設した生産設備に直接従事する従業者の数 

         本県 内に有する事務所又は事業所の従事者の数 

４ ⑦の欄には、1,000円未満の端数を切り上げた額を記載してください。 

５ ⑧の欄には、10円未満の端数を切り捨てた額を記載してください。 

６ 鉄道事業又は軌道事業（以下「鉄軌道事業」という。）とこれらの事業以外の事業を併せ行

う法人にあっては、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について３の割合を適用すること

としてください。 

 ７ 「従業者の数」及び「固定資産の価額」並びに６の「鉄軌道事業以外の事業に係る部分」

の所得の算定については、地方税法第72条の48第４項から第６項まで、第11項及び第12項並

びに第72条の54第２項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例によることとしてく

ださい。 
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（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
様
式
第
二
号
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新

設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
七
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
知
的
障
害
が
」
を
「
知
的
障
が
い
が
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
若
し
く
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
入
院
措
置
に
係
る
精
神
障
害
者
」
を
「
規
定
に
よ

り
入
院
さ
せ
た
精
神
障
が
い
者
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
当
該
措
置
入
院
者
の
扶
養

義
務
者
」
を
、
「
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
」
の
下
に
「
と
す
る
。
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二　

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
情
報
と
す
る
。

一　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
様
式
第
二
号
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以

後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又

は
増
設
さ
れ
た
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九

年
福
岡
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
電
気
供
給
業
」
の
下
に
「
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百�

七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
の
注
の
６
中
「電

気
供
給
業

」
の
下
に
「
（電

気
事
業
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規

定
す
る
小
売
電
気
事
業

（こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む

。

）を
除
く

。

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
　
　
　
掲
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掲
げ
る
情
報

イ　

当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
の
措
置
に
係
る
児

童
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
措
置
児
童
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
情
報

ロ　

措
置
児
童
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係

情
報

　

第
十
七
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
中
「
障
害
の
」
を
「
障
が
い
の
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五�　

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務　

第
一
号
に
掲
げ
る

情
報

　

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
支
援
給
付
の
」
を
「
第
十
四
条
第
一

項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
」
に
、
「
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
」
を
「
、
中
国
残
留
邦
人
等
」
に
改

め
、
「
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
」
の
下
に
「
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改

正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」

を
「
及
び
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
平
成
十
九
年
」
を
「
、
平
成
十
九
年
」
に
改
め
、
「
附
則
第
四

条
第
一
項
の
支
援
給
付
」
の
下
に
「
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項

の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
」
を
加
え
、
同
号
ハ
か
ら

ホ
ま
で
の
規
定
中
「
障
害
の
」
を
「
障
が
い
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「

並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
よ
る
こ
と
」
を
「
よ
る
も
の
」
に
改
め
、
同

条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二

一
項
の
支
給
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務　

当
該
申
請
に
係
る
指

定
難
病
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
指
定
難
病
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
患
者
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の

支
給
認
定
基
準
世
帯
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

二　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
二
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に

関
す
る
事
務　

当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
指
定
難
病
の
患
者
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
係
る

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

　

第
十
五
条
中
「
障
害
児
の
」
を
「
障
が
い
児
の
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
号
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
障
害
児
入
所
施
設

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉

法
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
十
条
第
七

号
及
び
第
七
号
の
二
」
を
「
第
五
十
条
第
七
号
（
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
十
条
第
六
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
の
二

」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
児
童
福
祉
法
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
」
に
、
「
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「

の
扶
養
義
務
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
限
る
。
）　

」
の
下
に
「

当
該
徴
収
に
係
る
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

。
二　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
負
担
能
力
の
認
定
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
の
障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）　

次
に
掲
げ
る
情
報

イ　

当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
に
係
る
児
童
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
措
置
児
童
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の

交
付
に
関
す
る
情
報

ロ　

措
置
児
童
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係

情
報

　

第
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
五
十
条
第
七
号
（

障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）　

次
に
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旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一

項
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
開
始
若
し
く
は

同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
」
を
加
え
、
同
号
カ

を
同
号
ヨ
と
し
、
同
号
ワ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
ヲ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
ル
中
「
第
三
十
一
条
第
一

号
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
を
同
号
リ
か
ら
ル

ま
で
と
し
、
同
号
ト
中
「
障
害
の
」
を
「
障
が
い
の
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ヘ
中

「
障
害
の
」
を
「
障
が
い
の
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
同
号
ニ
か

ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項

の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

　

第
二
十
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五�　

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の

保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務　

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

　

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
公
営
住
宅
法
第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
」
を
「
当
該
決
定
に
係
る
同
法

第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
居
者

（
以
下
「
公
営
住
宅
入
居
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
そ
の
同
居
者
」
に
、
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
八

項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
、
「
前
号
に
掲
げ
る
情
報
及
び
公
営
住
宅
入
居
者
等
に
係
る
」
を

「
当
該
申
請
を
し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が

い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
」
に
改
め
、
「
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
」
の
下
に
「
又
は
行
政

措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の

保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
前
号
に
掲
げ

る
情
報
」
を
「
当
該
申
請
を
し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及

び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る

就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を

「
当
該
申
込
み
を
し
た
者
又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護

法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項

」
を
加
え
、
「
よ
る
こ
と
」
を
「
よ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下

に
「
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
」
を
加
え
、
「
よ
る
こ
と
」
を
「
よ
る
も
の
」
に
、
「

か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、
「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
七�

十
八
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。五　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
費
用
の
返
還

に
関
す
る
事
務　

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

　

第
十
九
条
第
一
号
中
「
障
害
者
若
し
く
は
当
該
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
当
該
申
請

に
係
る
障
害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「
障
が
い
者
若
し

く
は
当
該
申
請
に
係
る
障
が
い
児
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
支

給
認
定
基
準
世
帯
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
障
害
者
若
し

く
は
当
該
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
当
該
保
護
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「
障
が
い
者
若
し
く
は
障
が
い
児
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
」
に
改
め
る

。
　

第
二
十
条
第
一
号
レ
を
同
号
ソ
と
し
、
同
号
タ
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
、
同
号
タ
を
同

号
レ
と
し
、
同
号
ヨ
を
同
号
タ
と
し
、
同
号
カ
中
「
若
し
く
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、

」
に
改
め
、
「
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
」
の
下
に
「
並
び
に
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第

一
項
の
支
援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三

項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中�

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
平
成
二
十�

五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
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置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人

の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

　

第
二
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務　

第
一
号
に
掲
げ
る

情
報

　

第
二
十
七
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の

保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務　

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
第
十�

六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
九
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
七
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」

を
「
第
二
十
七
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
当
該
申
請
を
し
た
公
営
住
宅
の
入

居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外

国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の

交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と

し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に

お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情

報
」
を
「
当
該
事
項
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
若
し
く
は
そ
の
同
居
者
、
公
営
住
宅
法
第
二
十
五
条

第
一
項
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
公
営
住
宅
法
第

二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が

い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第

五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
号
に

掲
げ
る
情
報
」
を
「
当
該
請
求
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交

付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し

て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お

け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号

中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
当
該
あ
っ
せ
ん
等
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者

に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号

と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
当
該
申
出
を
し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は

そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護

実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ

っ
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
当
該
請
求
に
係
る
公
営
住
宅

の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

公
営
住
宅
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
事
業
主
体
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

に
関
す
る
事
務　

当
該
申
請
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の

交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措


